
ＩＦＲＳ17 号の収益認識について 
ライフネット生命 逆井 幹則 君

司会 それでは、定刻となりましたので、セッションＡ－２「ＩＦＲＳ17 号の収益認識について」を開始

したいと思います。本日は、ライフネット生命の逆井幹則様より、お話をいただきます。 

 なお、途中、中間時点で１回、最後に１回、質問の時間を設定いたします。また、Slido については随時

投稿が可能ですので、質問がある方は適宜投稿をお願いいたします。 

それでは、逆井様、よろしくお願いいたします。 

逆井 ご紹介いただきました、ライフネット生命の逆井と申します。本日は大変貴重な機会をいただき、

ありがとうございます。保険契約の国際会計基準ＩＦＲＳ17 号に関する表題のテーマにてプレゼンテーシ

ョンをさせていただきます。 

 まず、バックグラウンドとして簡単に触れさせていただきますと、私自身は、生命保険会社を中心に 30

年以上の実務経験がございます。現在はライフネット生命に勤務していますが、昨年１年間、並行して早

稲田大学大学院会計研究科で会計学修士コースに取り組んでおりました。本日の報告は、昨年、早稲田で

学習し、修士論文にまとめた内容をベースとしたものになります。 
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 こちら、目次になります。少し財務会計に関する制度的な内容を説明させていただいた上で、６番でＩ

ＦＲＳ17 号の会計的性質等に関する考察を述べ、７番で具体的なモデル契約による試算をご説明し、まと

めを行う流れです。 

 アプローチとしては、ＩＦＲＳにおける一般的な収益認識基準であるＩＦＲＳ15 号に照らしながら 17

号の考察を行っていくというような形になります。一旦、５番目までを前半パートとしてご質問をお受け

し、最後に、６番目以降の後半部分および全体を通してのご質問をお受けするような時間配分を目指した

いと考えております。 

 

 右下、こちら２ページは、「はじめに」ということで、まず背景というところです。ＩＦＲＳ17 号「保険
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契約」と、ＩＦＲＳ15 号「顧客との契約から生じる収益」は、それぞれ別のプロジェクトで、20 年程度の

長期にわたって検討されてきた会計基準になります。これらは、2018 年に改正されたＩＡＳＢの「財務報

告の概念フレームワーク」、これは注に記載していますが、ＩＡＳＢが会計基準を開発する際、および、企

業が会計方針を策定する際の指針として、一般目的財務報告の目的と基礎概念を記述した文書であります

が、これと同時期に、並行的に検討が進められてきましたので、相互に直接・間接の影響を及ぼして合っ

てきたと考えられます。 

 そこで、「研究の目的・アプローチ」ですが、この 17 号と 15 号の関係に着目しまして、ここに記載の定

性的考察および定量的分析を行うことで、ＩＦＲＳ17 号の収益認識を基礎付けている考え方を推考すると

いうことにあります。 

 「定性的考察」としましては、１番、17 号の保険契約の収益認識の構造を保険負債の会計的性質と合わ

せて、保険数理の観点から 15 号に照らして考察するということ。定量的分析としましては、２番、特定の

シナリオに基づく保険収支分析を行いまして、17 号の収益認識が 15 号とどのように整合しているかを定量

的に確認するということになります。 

 

 次のページ、「研究の動機」ということですが、現在、多くの会計基準において、ＩＦＲＳ・米国基準・

日本基準が収れんしていく中、保険契約の会計のみ、ギャップが大きすぎて統一化が全く見通せていない

状況にあります。特に日本基準は健全性重視の保険業法に基づいておりますので、その改正には法改正が

必要になります。そうすると、コンセプチュアルな部分を含めて相当大掛かりな話になると思いますので、

グローバルな会計基準の動向への機動的な対応が難しい印象を持っております。 

 しかしながら、2025 年に想定されております国際資本基準の発効後、その流れが出てくる可能性は高い

とも考えます。そのときに参照すべき重要な概念は、先ほどのＩＡＳＢの概念フレームワークにおいて財

務報告の目的と位置付けられています「投資家の意思決定に有用な情報の提供」であり、保険会計におい

て企業の健全性確保を前提として財政状態と財務業績、すなわち、ストックとフローの両面から、いかに

的確な財務情報を提供していくかがポイントになると思われます。 
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 保険アクチュアリーの実務者の立場におきまして、この会計学の領域の視点から保険会計を考察すると

いうことで、保険計理と会計との融合の方向性が見えてくるのではないかと考えたものであります。 

 

 先ほども触れましたが、ここで、ＩＡＳＢの概念フレームワークに記載されています財務報告の目的に

ついて説明いたします。それは、現在および潜在的な投資者等が企業への資源の提供について意思決定を

する上で有用な財務情報を提供すること。いわゆる意思決定有用性ということになります。ここに、どの

ような財務情報が有用なのか、その質的特性が定められています。 

 まず基本的な質的特性としまして、（１）の意思決定への関連性があること。（２）の中立性、誤りがな

いこと、完全性の三つの視点による忠実な表現であることが定められています。この「忠実な表現」は、「信

頼性」という言葉に置き換えていただいてもよいかと思います。更に、比較可能性、理解可能性、適時性、

検証可能性が有用性への補強的な質的特性とされています。 

 また、最も重要な、「意思決定に関連性がある情報」とは、ここに記載の予測価値と確認価値を有する情

報であるということも述べられています。 

今でも、一般に、ＩＦＲＳはＢＳ重視の時価会計を志向しているというようなイメージがあるように感

じます。確かに、金融商品や投資用不動産の投資の成果を評価する会計などについては、公正価値が重視

されてきたということは事実であります。しかし、ＩＦＲＳのより根本的な考え方は、財務情報の利用者

に、このような有用な質的特性を持った財務情報を提供することで、投資の意思決定に役立たせるという

ところにあります。 
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 ここで、日本の生命保険会社の法定会計を、先ほどの「財務報告の目的」の視点から見てみたいと思い

ます。日本の生保の法定会計は、財務会計としても運用されていますが、それは契約者保護を一義的な目

的とする保険業法に基づいているため、健全性重視の枠組みであることが特徴であります。 

 すなわち、債権者保護重視の旧商法会計と、1949 年に定められた企業会計原則の中の保守主義の原則を

強く引き継いでいるものであり、戦後復興期、高度成長期に責任準備金の充実を図った純保険料式行政や、

改正保険業法における標準責任準備金制度を経て確立されているものでもあります。 

 しかし、それは健全性を重視したものであるため、必ずしも生命保険契約の長期的な収益性を表すこと

ができず、財務情報の予測価値、確認価値の観点から、その有用性に大きな制約もあると考えます。 一

方で、現在は、保険業法改正後に、株式会社化、民営化、新規設立、上場会社の生保子会社など、上場生

命保険会社が増加し、投資家にとって有用な財務情報へのニーズは高まっている状況にあると思います。 

保険業法改正時、それはバブル崩壊後、多くの保険会社が破綻に追い込まれた時期で、健全性の情報が

非常に重要な時期でもありましたが、それから四半世紀を経過しまして、今は、生命保険会社の財務会計

の意味合いを再検討すべき時期にきているのではないかとも感じています。 
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 ここで、まずＩＦＲＳ17 号に先だちまして、ＩＦＲＳ15 号について整理したいと思います。ＩＦＲＳ15

号は、ＩＦＲＳにおける財・サービス提供の一般的な収益認識基準ですが、金融商品、リース契約および

保険契約は、その適用範囲から除かれ、別途、会計基準が定められています。ここに、金融商品がＩＦＲ

Ｓ９号、リース契約が 16 号、そして保険契約が 17 号ということになります。 

15 号の基本原則として「約束した財・サービスの顧客への移転を、・・・その対価の額で描写するように

収益を認識する」ということが書かれていまして、収益の認識は中ほどに記載の五つのステップに基づい

て行われるとされています。 

 この中では、「取引価格」と「履行義務」というものがキーワードになると思います。赤字の部分③の取

引価格は、顧客対価の金額ということになります。その中で契約条件によって変動する変動対価は蓋然性

の高い範囲で含められ、期待値法、または最頻値法によって測定されます。また、重要な金融要素につい

ては、約束された対価の金額を貨幣の時間価値を反映するように調整する、すなわち、収益となる取引価

格は利息も考慮することとされています。 
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 続いて７ページですが、⑤の履行義務の充足は、顧客の財・サービスの支配の獲得によって判断され、

一定期間に充足されるものと一時点で充足されるものが区別されるとされます。一般に通常の物品販売は

一時点、保守サービスの提供などは一定期間での充足となります。 

 ここで、一定期間に履行義務が充足される場合は、財・サービスの性質を考慮して測定した進捗度によ

って収益を一定期間にわたって認識するとされています。通常の保守サービスなどは、時間の経過に伴う

定額法のような形で収益認識することが一般的ではないかと思います。 

 また、最後の白抜きバレットポイントは、収益ではなくて費用認識にかかわるものですが、販売手数料

等の契約獲得コストは資産として認識し、関連する財・サービスの移転と整合的な方法で規則的に償却す

るとされます。このように、ＩＦＲＳ15 号において収益と費用を財・サービスの移転によって対応させる

という考え方も盛り込まれています。 
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 ８ページ、ここからＩＦＲＳ17 号について見ていきます。まず、保険負債についてです。一般モデルの

ビルディングブロック・アプローチは、多くの保険契約が当てはまるアプローチですが、保険負債を三つ

のブロックに分けて計算するものです。 

 ビルディングブロックですので、下から（１）（２）（３）として説明しています。（１）の将来キャッシ

ュフローの割引現在価値については、将来キャッシュアウトフローの現在価値から将来キャッシュインフ

ローの現在価値を控除した金額の期待値であり、（２）の非金融リスクにかかるリスク調整については、将

来キャッシュフローの不確実性の負担に対して企業が要求する対価とされ、この（１）と（２）を併せて

履行キャッシュフローとされていまして、こちら、国際資本基準などで議論されています経済価値ベース

の保険負債と類似の概念になります。（３）は契約サービスマージン、ＣＳＭでありまして、保険契約のサ

ービスを提供するにつれて認識する未稼得の利益を表すものと定義されています。（１）から（３）全てを

併せて保険負債となります。 

 右側赤字で、これらに関連する収益の認識について記載しています。①から③は、基本的に（１）から

（３）の負債部分から当期に解放される分が収益計上されることになります。ただし、「投資要素を除いた

部分」と右下の方にありますが、どのようなケースであっても最低限、顧客に返す予定の保険の貯蓄部分、

それは、一般的には解約返戻金相当額になりますが、それは収益には計上しない、また、ここにはありま

せんが、実際に支払われた保険金の中からも、その投資要素部分は費用としないという取り扱いになりま

す。 

 また、そのほか４番、ＣＳＭの減少として反映された保険獲得キャッシュフローの回収部分が各期間に

配分され、保険収益に含められます。ＩＦＲＳ15 号では、契約獲得コストは、一般に資産化、償却費用化

されるものでしたが、保険契約で保険獲得キャッシュフローとされた部分は、原則として負債の減少、Ｃ

ＳＭの減少として扱われることに留意が必要であります。 
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 この９ページと、その後の 10 ページは、ややテクニカルな図を用いていますけれども、17 号の当初認識

と事後測定を説明しています。まず９ページの当初認識です。ここでは、上の※印にあります通り、保険

料 120 の保険料一時払の契約をイメージして例示しています。左側に当初認識時点、一般的には保険契約

締結時点の収入現価およびリスク調整分も含めた支出の現価を例示しています。 

 この赤の点線で囲われた部分をネットしたものが、真ん中の図の借方にある初期測定としての将来キャ

ッシュフロー現価になります。ここで全体の保険負債が０になるように初期のＣＳＭが設定されます。た

だし、下の※印で書いている通り、ＣＳＭが負になる場合は、その分を即時に損失認識することになりま

す。 

 右側が、その直後、保険料が実際に 120 入金され、保険獲得キャッシュフロー20 の支出が起こった後の

負債の状況です。将来の評価から保険料と保険獲得キャッシュフローがなくなりますので、記載の通り、

保険負債は 100 ということになります。 
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 右下 10 ページが 17 号の事後測定になりまして、特に前提変更のときの処理を図示しています。17 号で

は、割引率以外の前提変更やリスク調整のリスク係数の変更などがあった場合、その履行キャッシュフロ

ーへの影響額を、全体の保険負債が変わらないようにＣＳＭによって調整します。ただし、割引率の変更

についてはＣＳＭで調整せず、履行キャッシュフローが変動する分、全体の保険負債が、そのまま影響す

ることになります。 

 図で具体例をお示ししています。まず、左側の基本、前提変更前の保険負債について、将来キャッシュ

フロー現価、リスク調整、ＣＳＭが、それぞれ 60、20、20 であったとします。そのうち履行キャッシュフ

ローは、将来キャッシュフロー現価とリスク調整を合わせた 80 ということになります。 

 ここで①、死亡率の前提の引き下げがあり、これによって将来キャッシュフローが 10 だけ減少して 50

となる場合、同額をＣＳＭに調整し、ＣＳＭは 10 だけ増加して 30 となります。その結果、合計の保険負

債は 100 のまま変わりません。 

 次に②、リスク調整のリスク係数の引き上げがあり、これによりリスク調整が 10 だけ増加して 30 とな

る場合、同額をＣＳＭに調整し、ＣＳＭは 10 だけ減少して 10 となります。その結果、やはり合計の保険

負債は 100 のままです。 

 この①・②の事例において、計算の結果、ＣＳＭが負になる場合には、その分を即時に損失として認識

することになります。 

 最後に、右側の③、金利の上昇によって割引率を引き上げ、これによって将来キャッシュフロー現価が

10、リスク調整が５減少した場合、履行キャッシュフローは 65 となりますが、ＣＳＭは 20 のままで、合

計の保険負債は 85 となります。 

 このとき、右下に記載の通り、割引率による変動分は、損益に通すか、ＯＣＩとするか、ここは会計方

針による選択となります。一般的に、ＩＦＲＳ９号に基づく債券からの資産運用収益が償却原価法によっ

て評価される場合、保険負債の割引率による変動をＯＣＩとするオプションを選択することで、損益の純

額を安定させることが可能になります。 
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 また、保険収益は割引率ロックインベースで測定とありまして、ここが少しややこしいところではあり

ますが、保険収益は別途計算される契約時の割引率をロックインしたベースで測定されます。すなわち、

割引率以外の前提およびリスク調整の係数は最新のものを使い、割引率だけロックインで計算される保険

負債を別途計算し、保険収益を認識する、計算するということで、その割引率による変動分がＰＬまたは

ＯＣＩを通るということになります。ＩＦＲＳ17 号の保険負債は、割引率ロックフリーベースと、割引率

ロックインベースの２種類の計算が常に必要ということでもあります。 

 

 11 ページは、ＩＦＲＳ17 号のＰＬの構成になります。日本基準と比べますと、ＩＦＲＳによってボトム

ラインとしての損益だけではなく、ＰＬの項目や構成も大きく変わってきます。日本基準の税引前当期利

益は、経常利益と特別損益によって表示されますが、ＩＦＲＳ17 号の税引前当期利益は、主にこちらの項

目９の保険サービス損益と、項目 12 の金融損益から構成されます。 

 三利源で言えば、保険サービス損益は危険差益と費差益に対応し、金融損益は利差益に対応しますので、

ＩＦＲＳのＰＬは利益の源泉に対応しており、その利用者にとって利益の分析がしやすい構造となってい

ます。 

 今の日本基準では、入金された保険料の全額を保険料収入として収益計上する一方で、そのうちの将来

給付のための積立分が責任準備金繰入額として費用に計上されることが特徴で、例えば一時払等の貯蓄性

の高い生命保険についても保険料の全ての要素が収益として計上され、将来の満期保険金や解約返戻金の

支払いのための金額が責任準備金繰入として費用計上されます。 

 ＩＦＲＳでは、保険サービス損益の収益である保険収益は、実際に収入した保険料自体が収益として計

上されるのではなく、保険負債の三つの構成部分からリリースされ、負債の減少を伴う仕訳によって収益

が計上されます。また、当期の保険獲得キャッシュフローの回収にかかる金額も収益として計上されます。 

 これらの点は８ページでも説明していることですが、このＰＬの構成の中では、項目２から項目５まで

に相当する四つの項目になります。今回の報告は保険収益に焦点を当てていますので、赤字で示しており

ますこれら四つの項目のＰＬの中での位置付けを、ご確認いただければと思います。 
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 ここで前半パート終了となります。これまでの内容に関して、ご質問がございましたら、お受けしたい

と思います。 

 

質問者 一時払保険の例は、一時払養老をイメージしたらいいと思うのですけれども、その場合の保険負

債は、純保険料と維持費に対応する付加保険料に対応するような認識でよいでしょうか。費差益部分の分

離や、今の責任準備金の実務における予定事業費の取り扱いは、どのように考えたらいいのですか。 

 

逆井 ご質問ありがとうございます。 

 日本の責任準備金の仕組みに組み込まれる純保険料や付加保険料との対応というような考え方はないと

考えていただければと思います。あくまで経済価値ベースでございますので、一時払養老の例をいただき

ましたけれども、将来の満期保険金や中途での解約返戻金、および将来の維持費の現在価格を経済価値ベ

ースでベストエスティメイトにし、それに加えて非金融リスク、つまり、保険リスクや経費リスク、解約

失効リスクをリスク調整として上乗せで計上するということで、それを契約当初時点で評価して、もし一

時払保険料との差額があって余剰があるのであれば、それはＣＳＭとして計上されることになります。そ

のＣＳＭは、将来の保険期間にわたって一定の償却がなされることになりますので、その中で純保険料と

付加保険料を合せた営業保険料からの収益が合わさった形で全体の収益性としてＣＳＭに集約して評価さ

れるというような仕組みになります。 

  

 

司会 その他、会場から質問等、ございでしょうか。ないようですので、Slido の方に２つ質問が来ており

ますので、こちら、お願いいたします。大会委員の方から、お願いできますか。 

 

大会委員 ２問、質問をいただいております。 

 １点目が、「ＩＦＲＳ17 号は、移行措置等の適用方法の差異による比較可能性や、ＣＳＭの事後測定額が

必ずしも将来利益の現在推計にならないといった懸念もあります。経済価値ソルベンシーと整合性の高い

ＭＣＥＶとＪＧＡＡＰを提供する現行からＩＦＲＳのみに移行することで有用な情報が失われる可能性は

ないでしょうか」というご質問をいただいております。 

 お願いします。 

 

逆井 少し質問のご主旨の理解が必要なのですけれども、今、多くの会社がエンベディッド・バリューの

開示をしていますけれども、この経済価値の観点とはまた別に、期間損益を適切に評価するという観点か

らは、このＣＳＭを通じた評価というものが有用な情報になると思いまして、要は、財務会計やエンベデ

ィッド・バリュー報告のそれぞれの目的に応じて、それを使い分けるということだと思います。 

 ここは財務会計ですので、投資者、投資家等を対象にした有用な情報提供が目的ということになると思

います。一方で、その経済価値ベースのＭＣＥＶや、経済価値ベースのソルベンシー等の情報は有用では

ないということではないと思っていますので、それらを、今後、情報提供が充実されていく中で複眼的に

判断いただくということで、全体的な有用な情報をお届けするという考え方が必要かと考えております。 
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大会委員 ありがとうございます。もう１問、行かせていただきます。 

「一般的に新契約が進展している場合は、ＪＧＡＡＰ利益よりもＩＦＲＳ利益が大きくなると思いますが、

株主配当は現行の会社法上、ＪＧＡＡＰ利益がベースになるかと思います。株主配当の観点からＩＦＲＳ

利益は、どう解釈すればよいと考えていますでしょうか。 

 

逆井 ここでご指摘の通り、株主配当は、あくまで保険会社の場合でいうと法定会計に準じて計算される

ということになります。そしてそこに配当可能剰余の制約もあると思います。 

 ただ、長期的な収益性を考えて、長期的な意味で株主への還元を行うとなると、これは、配当のみなら

ず、その会社の将来性や成長性の評価から導かれるストックの価値増加によって還元されるという意味合

いもあると思います。それを導く一つの材料として期間損益、これにＰＥＲ倍率等を掛ける形で評価をす

るという、一般的な株式価値の評価方法があると思います。 

 実務慣行が定着するまでは、そこは、なかなか難しいところもあるとは思うのですけれども、一つ一つ、

このようなＩＦＲＳ等の期間損益の開示を充実させていくことによって、そのような実務慣行が生まれ、

株式の評価というところにつながっていくのではないかと思います。 

 ただ、ご指摘の通り、株主配当の観点からは、ＩＦＲＳ利益は直接的にはつながらないということは、

投資家にとっても十分留意すべき事項ではないかと考えております。 

 

司会者 ご質問、ご回答、ありがとうございます。最後にも質問の時間を取りたいと思いますので、後半

の方に移っていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 それでは、続いて 12 ページ。ここから、ＩＦＲＳ17 号の会計的性質の考察に入りたいと思います。12

ページは、保険負債についてです。今まで見てきた通り、保険負債は履行キャッシュフローとＣＳＭとに

区分されますが、このうち履行キャッシュフローは、将来キャッシュフローの現在価値とリスク調整を合
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わせた金額になります。 

 現在、国際資本基準等で経済価値ベースの保険負債の議論がなされていますが、この履行キャッシュフ

ローのリスク調整を、経済価値ベースの保険負債の中のＭＯＣＥで置き換えて考えれば、この履行キャッ

シュフローは経済価値ベースの保険負債に近い概念になります。 

 ただ、ＩＦＲＳ17 号においては、履行キャッシュフロー自体が「明示的で偏りのない確率加重した見積

もり（すなわち期待値）」とされていますので、このことからは、リスク調整は保険契約のマージンではな

く、非対称的な不確実性の保障の履行義務と捉えることができると考えます。 

 それは、履行義務の充足の観点からは、リスクの解放に応じて、その不確実性への保障の便益を顧客が

受けるとみなして、収益として認識される負債の構成部分ということもできると思います。 

 一方、ＣＳＭですが、これは保険料の収入現価が保険金等の給付の現価、これには非金融リスクの不確

実性の保障を含みますが、これを上回る金額であり、前受収益の性質を有すると考えられます。これは、

保障の直接的現価を上回る顧客の効用、これには保険会社の経営管理による間接的な便益や保障への安心

感が含まれると思います。これらに対応した保険会社の履行義務の一部との解釈ができると考えます。 

 

 次に 13 ページは、ＩＦＲＳ17 号の保険収益の構造について考察しています。今まで見てきた通り、17

号の保険収益は、基本的に、予想保険金、リスク調整の変動、ＣＳＭ配分、保険獲得キャッシュフローの

回収の４項目から構成されています。これは非常に保険技術的な話でありまして、前段でご説明したＩＦ

ＲＳ15 号の収益認識の考え方、すなわち、取引価格あるいは顧客対価を履行義務の充足に応じて配分する

という考え方から、とてもかけ離れているように思われます。 

 しかしながら、現価ベースで見た場合、この保険収益は、顧客対価である保険料から投資要素を控除し

た金額となり、15 号と同様であることが、スライドに記載の（式１）と（式２）の関係から導かれます。 

 従って、ＩＦＲＳ17 号の収益認識は、投資要素を除いた保険料の収受額を対価として、貨幣の時間価値

を考慮しながら配分するものであると言うことができます。 
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 14 ページです。以上のことは、ＩＦＲＳ15 号における履行義務の充足との関連で考えるとどうなるか、

ということについてです。ＩＦＲＳ17 号は、保険負債のそれぞれの構成部分からの収益を、それぞれの履

行義務に対して以下のように認識する会計基準であると整理できると考えます。 

 １点目、将来キャッシュフローの現在価値から当期の予想保険金が減額され、このうち投資要素を除い

た部分が、顧客への約定給付の保障の充足により、当該保障サービスを提供した収益として認識されると

いうこと。 

 ２点目、リスク調整の変動による減額は、当期の非金融リスクの保障にかかる金額であり、保険事業に

内在する保険関係キャッシュフローの不確実性のリスクの負担の充足により、顧客に提供されたサービス

として収益に認識されるということ。 

 ３点目、ＣＳＭから保険サービスの一部であって、直接的現価を上回る効用の供与の充足により、カバ

ー単位によって、そのサービスの移転を描写するように収益を認識する。 

 最後に４点目、保険獲得キャッシュフローに対応する顧客効用、その対価を払う価値があると考える効

用の供与の充足により、保険料のうち保険獲得キャッシュフローを改修した部分を、貨幣の時間価値も反

映して期間配分することによって収益を認識するということです。 

 このように考えると、ＩＦＲＳ17 号の保険収益の認識は、履行義務の充足によって収益を認識するとい

うＩＦＲＳ15 号の規定とも整合的であると考えます。 

10-15



 

 

 15 ページ。ここから、モデル契約に対する保険収支分析によって、ＩＦＲＳ17 号とＩＦＲＳ15 号の収益

認識の整合性を定量的に確認していきたいと思います。分析の中では、ＩＦＲＳ17 号の日本基準に対する

特徴を明らかにするため、両者の結果の比較も行っています。15 ページは、収支分析の前提等について、

まとめています。試算の契約モデルについては、日本における典型的な死亡保険である終身保険の保険料

年払いの契約を設定しています。 

 次に、主な前提。ここでは、使用した運用利回り、割引率、解約率、死亡率、そしてリスク調整の前提

を記載しています。リスク調整については、かなり簡略化した前提を使用している点はご容赦いただきた

いのですが、これによって本分析の趣旨を大きく損なうものではないと考えています。 

 ここに、死亡率の前提は２セット設定しています。一つは、現在の業界の経験において標準的と考えら

れる基本シナリオ。もう一つが、基本シナリオに対して実際死亡率が第５保険年度以降に 10％減少、保険

負債計算のための予想死亡率は、これを受けて第５保険年度末から 10％引き下げる死亡率低下シナリオで

す。 

 これら契約モデルと前提を基に、分析の内容として、１番、ＩＦＲＳと日本基準の比較。２番、ＩＦＲ

Ｓにおける基本シナリオと死亡率低下シナリオの比較、そして、３番、ＩＦＲＳの収益・費用等の現価の

考察を行っております。 
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 16 ページから、試算結果のうち、日本基準とＩＦＲＳの比較をまとめています。図表１は、契約時から

30 年間における日本基準の責任準備金と、ＩＦＲＳ17 号の保険負債の推移になります。下のコメントの通

り、健全性を重視する標準責任準備金を採用する日本基準の責任準備金の水準は、保険期間を通してＩＦ

ＲＳ17 号の保険負債よりも高いということが確認いただけると思います。 

 

 17 ページ。図表２は、契約時から 30 年間における日本基準とＩＦＲＳ17 号の累積利益の推移になりま

す。いかなる会計基準を適用したとしても、保険期間を通算した損益は一定、すなわち、キャッシュフロ

ーのインとアウトの差額が保険期間を通した損益となりますので、30 年間という長期の中で両者は収束に

向かっています。 
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 ただし、日本基準においては、新契約費用の非繰延および保守的な責任準備金の積み立てにより、契約

当初は損益がマイナスであり、その後の期間における利益で、これをカバーしているという状況にありま

す。 

 

 18 ページ。図表３は、契約時から当初 10 年間における日本基準とＩＦＲＳ17 号の単年度の損益比較に

なります。試算結果として、日本基準については、初年度に－20 万 5,638 円と大きなマイナスとなってお

り、また、保守的な責任準備金評価によって、当該シナリオでは２年度以降 10 年度までの損益もＩＦＲＳ

の損益を下回っております。 

 これを会社全体のモデルで考えたとき、保有契約に対する新契約の割合が大きい場合、日本基準の損益

は大きなストレスを受けるのに対して、ＩＦＲＳの期間損益は新契約の多寡に対して比較的安定するとい

う状況になります。 
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 19 ページ。図表４は、保険収益に着目して日本基準とＩＦＲＳを比較したものでありまして、収益の表

示における差異が顕著に表れているところでもあります。日本基準においては、保険料を収入ベースで、

その全額を収益に計上する一方で、責任準備金繰入を費用認識することによって、いわゆる発生主義への

修正が図られます。一方、ＩＦＲＳでは投資要素を除いた金額が収益計上されるため、これだけの差が生

じているということであります。 

 

 20 ページ。図表５は、ＩＦＲＳの試算において、「基本シナリオ」と「死亡率低下シナリオ」の両シナリ

オの保険負債の推移と、その両シナリオの差額を示したものです。７行目の履行キャッシュフローの差額

ですが、第５保険年度末において、将来の死亡率前提の引き下げによりまして履行キャッシュフローは３
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万 929 円の減少となっています。その前提変更の影響はＣＳＭで調整され、８行目、ＣＳＭは年度末で２

万 9,200 円の増加となり、その結果、９行目、保険負債全体としての差額は 1,729 円の減少となっていま

す。 

 

 21 ページ。図表６は、「基本シナリオ」および「死亡率低下シナリオ」の両シナリオにおける保険収益の

推移と、その両シナリオの差額を示したものです。13 行目のＣＳＭ配分の差額ですが、第５保険年度末に

おける前提変更による履行キャッシュフローの変化はＣＳＭに調整されますが、その調整後のＣＳＭが当

期以降のＣＳＭ配分に影響することになります。 

 一方、11 行目の予想保険金等と、12 行目のリスク調整の変動は、前提変更の翌期である第６保険年度の

収益から影響し、ＣＳＭ配分をオフセットすることになります。ここに収益認識へのタイミングの差は少

しありますが、ＩＦＲＳ17 号の前提変更による収益配分への影響は、ＣＳＭ単独で考えるのではなく、保

険負債の中での配分の変更という捉え方が正しいと考えられると思います。 
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 続いて 22 ページ。図表７は、「基本シナリオ」および「死亡率低下シナリオ」の両シナリオにおける保

険サービス損益の各項目および保険料収入の要素ごとの現価をまとめた表になります。 

 

 次の 23 ページに、この 22 ページの表の外側、１番、２番、３番のポイントに関するコメントを記載し

ているのですが、このご説明の場では、画面を 22 ページのままとさせていただきまして、23 ページでコメ

ントしていることを口頭で述べさせていただきたいと思います。これらは、いずれもＩＦＲＳ17 号の保険

収益の認識をＩＦＲＳ15 号に照らしてコメントしたものになります。 

 まず１番目、「一致」とありますが、５行目の「保険収益現価」が 12 行目の「保険料収入現価（除く投

資予想）」に一致していることが確認いただけます。これは 13 ページの定性的考察でも述べたことですが、
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ここからも、ＩＦＲＳ17 号の収益認識は顧客に対する対価である保険料現価の配分であるということが言

えると思います。 

 次に２番目、「収益配分」とありますが、ＩＦＲＳ17 号の保険収益は、予想保険金、リスク調整の変動、

ＣＳＭの配分、保険獲得キャッシュフローの回収額を通じて配分されるということです。これは、14 ペー

ジで保険収益の構造を定性的に考察した結果と同じですが、保険負債のそれぞれの構成部分からの収益を、

それぞれの履行義務の充足に応じて認識するということ、そして、５行目あるいは 12 行目の金額が取引価

格ということでありまして、これは、あらかじめには定まっていない、ＩＦＲＳ17 号で配分された結果と

しての金額となるということです。 

 次に３番目、「変動対価」とあります。「死亡率低下シナリオ」により保険収益現価が変化していますが、

対価との一致性、すなわち 5 行目と 12 行目の一致性は維持されています。前提変更などによって保険収益

現価は変わってくるのですが、これは見積もりの変更等による変動対価の性質であると言えると考えます。 

 23 ページは、今口頭でご説明した内容になります。 

 

 24 ページ、まとめになります。ＩＦＲＳ17 号には、ＩＦＲＳ15 号では想定しにくい保険技術的なプロセ

ス上の特殊な処理が伴います。しかしながら、本報告では、ＩＦＲＳ17 号において、予想保険金、リスク

調整、ＣＳＭおよび保険獲得キャッシュフローを総合的に考えた場合、ＩＦＲＳ15 号と整合し、収益認識

基準として調和が図られていることを考察してきました。 

 それは、健全性が確保されている下で適切な収益の期間配分を行う会計であり、それにより投資家の意

思決定に有用な財務情報を提供しようとするものでもあります。今後、日本においても資本規制が経済価

値ベースに移行していく方向性の中、財務会計としての保険会計のあり方を、その目的に照らして再整理

することが必要ではないかと考えます。 

 以上で、私の発表を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。 
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司会 逆井様、ありがとうございます。 

 それでは、もう少々お時間がございますので、質問の時間とさせていただければと思います。まず、会

場からご質問のある方、いらっしゃれば挙手をお願いいたします。 

いらっしゃらないようですので、Slido の方の質問で幾つか、私の方から読み上げさせていただきます。 

 

 １つ目です。「保険事故発生率については、大数の法則があり、前提条件の蓋然性が相対的に高いと思い

ますが、事業費の前提条件には合理性にかなりの幅があり、その結果、評価にも大きく影響を与えると思

います。投資家への比較可能性、監査の観点から課題などお持ちでしたら、ご教授いただけますと幸いで

す」という質問です。 

 

逆井 一般的に成熟した保有契約が安定した会社であれば、過去、直近年度の経験値を使って、いわゆる

ユニットコスト、事業費をユニットコストドライバーで割った水準というものがベースになって、それを

将来的に当てはめていくことで、一定の客観性を保てると思いますので、それが基本的なアプローチにな

るかと思います。 

 一方で、新設の会社や保有契約が伸張している会社にあっては、将来の効率性の改善というものを、一

定程度、合理的な範囲で見込むというようなこともあり得ると思います。これは、現行のエンベディッド・

バリューのユニットコストの前提の設定においても、ある程度定着した実務でもありますので、それを踏

襲していくような形で、会社としてのベストエスティメイトを決めていくということになるかと思います。 

 従って、今までの実務で積み重ねてきた経験を活用していくということがベースになると思いますが、

ただし、今後、これを財務会計に適用するということになると、監査の観点が重要になると思いますので、

ＥＶ以上に、そこは堅実なプロセスを組むという必要があると思います。 

 経験分析に基づいて、それをドキュメント化し、そこからの前提設定の意思決定をしっかりと合理的に

ドキュメントに落としていくというようなプロセスが重要で、これは事業費に限らず、保険金や給付金、

解約失効率等の前提においても当てはまる話ではないかと考えております。 

 

司会 ありがとうございます。続きまして、こちらも Slido から、質問を読ませていただきます。 

「ＣＳＭの償却方法について様々な考え方があると思います。各社により償却方法が異なる場合、比較可

能性が損なわれるのではないかと思われます。注記による開示でも差異を埋めることは困難と考えますが、

いかがお考えでしょうか」という質問です。 

 

逆井 ＩＦＲＳ17 号自体は、いわゆるプリンシプルベースとされていまして、具体的に「このような方法

で、このような前提を使って計算しろ」というようなところは、例えば保険金等の前提設定にしても、リ

スク調整にしても、提示はしていないです。 

 ＣＳＭの償却方法についても、具体的に、カバー単位という言い方をしますが、何を使ってということ

は提示されていないということであると思います。ただ、今後の実務的な慣行が定着する中で、それは一

定程度、やはり開示される話でもありますので、何らかの指標に収れんしていくというようなことかと思

っています。日本の現状の保険サービスを考えたときには、保有保険金や保有契約件数などが、一般的な

指標になるかと思います。 
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 比較可能性が損なわれるかどうかということは、比較可能性とは、先ほどの質的特性の中でも補強的な

特性と位置付けられていますので、それ以上に有用な情報をいかに届けていくかという観点がより重要と

いう優先順位だと考えます。しかし、そのような中、注記等で、ＣＳＭの償却の情報や、今保有するＣＳ

Ｍが将来どの時点で解放されていくかというような情報も、併せて開示されることになりますので、その

辺りで差異を埋めていくということになるかと思います。 

 要は、そこで透明性を図りつつ、比較可能性、やはり財務諸表を読む側のリテラシーも、ある程度要求

されることになるかとは思うのですけれども、双方、コミュニケーションを取りながらその差異を埋めて

いくというようなことが、重要ではないかと考えております。 

 

司会 それでは、Slido でシミュレーションに関する質問が２つありますので、そちら、まとめてお話しさ

せていただきます。 

 1 つ目です。「基本的な質問で恐縮ですが、ページ 17、累計損益について、30 年後の累計損益がＩＦＲＳ

基準と日本基準とで異なるのは、どのような理由でしょうか」。 

2 つ目です。「モデル試算においては「Ｐ基礎Ｖから解約控除を除いたもの」を投資要素としており、投

資要素の金額が保険期間を通じて徐々に大きくなっていくという理解でよろしいでしょうか。また、仮に

保険料払込期間中のみ低解約返戻金となるような商品を考えた場合には、払込期間終了時点で投資要素の

金額が大きくジャンプするという認識でよろしいでしょうか」。 

 

逆井 まず、1 つ目、これは、ページ 17 の累計損益に関するご質問ですね。 

 これは終身保険をモデル契約としており、保険料払込期間は 30 年です。ですから、30 年たって払込期間

がちょうど終わるときに、このグラフも終わっているという形ではあるのですけれども、終身保険ですの

で、その後、40 歳の契約で 70 歳を超えて継続します。その最後の１人の方が亡くなる段階においては、す

なわち保有契約が０になる段階においては、この赤と青の点線とが一致するというような形になると思い

ます。 

 次、「モデル試算においては「Ｐ基礎Ｖから解約控除を除いたもの」を投資要素としており、投資要素の

金額が保険期間を通じて徐々に大きくなっていくという理解でよいか」というご質問です。 

 前提のところに記載しておりませんでしたが、保険料の計算基礎も設定しておりまして、解約返戻金は、

これは一般的な形だとは思うのですけれども、新契約費用の75％、10年間というような解約控除を設定し、

Ｐ基礎Ｖから控除したものを解約返戻金として、それを投資要素として計算を行っております。 

 ご指摘の通り、その投資要素の金額というものは終身保険平準払ですから、年々保険期間を通じて大き

くなっていくというような理解で良いと思います。 

 「仮に払込期間中のみ低解約返戻金となるような商品を考えた場合には、払込期間終了時点で投資要素

の金額は大きくジャンプするという認識でよいか」という点ですが、まず投資要素というものが何かとい

うと、これもプリンシプルベースであって、必ずしも解約返戻金ということではないのです。低解約返戻

金型商品という特性に照らして考えたときに、投資要素が必ずしも解約返戻金でいいのかどうかというこ

とは、議論の余地があるのではないかと思います。 

 代替的には、全チルＶや保険料計算基礎のＶというようなことが、候補としては考えられるのではない

かと思います。その場合、必ずしも大きくジャンプするというようなことではないと考えております。 
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司会 はい、ありがとうございます。 

 まだ質問が寄せられておりますけれども、時間の方が来ましたので、以上をもちまして本セッションは

終了したいと思います。 

 それでは、大会委員より、最後、事務連絡がありますので、少々お待ちください。 
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